
春日部市手数料条例の一部を改正する条例 

春日部市手数料条例（平成１７年条例第８０号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分をそれに対応す

る改正後の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分に改める。 

改正後 改正前 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

法令に基づく事務に係る手数料 法令に基づく事務に係る手数料 

手数料を徴収

する事務 

手数料の

名称 
手数料の額 

手数料を徴収

する事務 

手数料の

名称 
手数料の額 

住民基本台帳

法第12条第１

項、第12条の

３第１項、第

２項及び第８

項並びに第20

条第１項、第

３項及び第４

項の規定によ

る住民票若し

くは戸籍の附

票の写し又は

住民票記載事

項証明書の交

付 

住民票若

しくは戸

籍の附票

の写し又

は住民票

記載事項

証明書の

交付手数

料 

１件につき 300

円（春日部市住民

基本台帳カード

の利用に関する

条例第２条第２

号に規定する民

間端末機により

住民票の写しの

交付を受ける場

合については、１

件につき 200

円） 

住民基本台帳

法第12条第１

項、第12条の

３第１項及び

第２項並びに

第20条第１

項、第３項及

び第４項の規

定による住民

票又は戸籍の

附票の写しの

交付 

住民票又

は戸籍の

附票の写

しの交付

手数料 

１件につき 300

円（春日部市住民

基本台帳カード

の利用に関する

条例第２条第２

号に規定する民

間端末機により

住民票の写しの

交付を受ける場

合については、１

件につき 200

円） 

住民基本台帳

法第15条の４

第１項、第３

項、第４項及

び第５項にお

いて準用する

第12条の３第

８項並びに第

21条の３第１

項、第３項、

第４項及び第

５項において

準用する第12

条の３第８項

の規定による

除票若しくは

戸籍の附票の

除票若し

くは戸籍

の附票の

除票の写

し又は除

票記載事

項証明書

の交付手

数料 

１件につき 300

円 



除票の写し又

は除票記載事

項証明書の交

付 

住民基本台帳

法第12条の４

第１項の規定

による住民票

の写しの交付

住民票の

写しの交

付手数料 

１件につき 300

円 

住民基本台帳

法第12条の４

第１項の規定

による住民票

の写しの交付

住民票の

写しの交

付手数料 

１件につき 300

円 

行政手続にお

ける特定の個

人を識別する

ための番号の

利用等に関す

る法律の規定

による通知カ

ード及び個人

番号カード並

びに情報提供

ネットワーク

システムによ

る特定個人情

報の提供等に

関する省令

（平成26年総

務省令第85

号）第11条第

３項の規定に

よる通知カー

ドの再交付。

ただし、次に

掲げる場合の

再交付を除

く。 

(１) 追記

欄の余白

がなくな

った場合

(２) 個人

番号又は

住民票コ

ード変更

により返

納した場

通知カー

ド再交付

手数料 

１枚につき 500

円 



合 

(３) 国外

転出によ

り返納し

た場合 

(４) (１)

から(３)

までに掲

げるもの

のほか、

市長が特

に必要と

認めた場

合 

(略)  (略)  (略)  (略)  (略)  (略) 

行政手続にお

ける特定の個

人を識別する

ための番号の

利用等に関す

る法律に規定

する個人番

号、個人番号

カード、特定

個人情報の提

供等に関する

省令（平成26

年総務省令第

85号）第28条

第１項の規定

による個人番

号カードの再

交付。ただし、

市長が特に必

要と認めた場

合の再交付を

除く。 

個人番号

カード再

交付手数

料 

１枚につき 800

円 

行政手続にお

ける特定の個

人を識別する

ための番号の

利用等に関す

る法律の規定

による通知カ

ード及び個人

番号カード並

びに情報提供

ネットワーク

システムによ

る特定個人情

報の提供等に

関する省令第

28条第１項の

規定による個

人番号カード

の再交付。た

だし、市長が

特に必要と認

めた場合の再

交付を除く。

個人番号

カード再

交付手数

料 

１枚につき 800

円 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


